
有給休暇管理システム「Smile Day」利用規約 

お客様（以下、「甲」という。）は、社会保険労務士法人 合同経営（以下、「乙」という。）が

開発・販売している有給休暇管理システム「Smile Day」（以下、「本サービス」という。）

を、本利用規約（以下、「本規約」という。）記載の以下の条項を遵守して利用することができ

ます。なお、甲が本規約記載の以下の条項に同意しない場合は、甲は本サービスを使用すること

はできません。 

第１条 （本規約の適用) 

本規約は、乙が甲に対して提供する本サービスに関する基本事項及び共通事項について定めま

す。 

第２条 （本規約の変更) 

1. 本規約の変更は、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本

規約が変更された後のサービス提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとします。 

2. 乙は、前項の変更を行う場合は、30 日以内の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容

を甲に通知又は、本サービス上に表示するものとします。ただし、変更が軽微で甲に特に不利益

にならないと乙が判断した場合は、通知しないものとします。 

3. 甲が変更後の規約に同意できないときは、第24 条の規定にかかわらず、前項の予告期間中に

乙に通知することによって、利用契約を解除することができます。 

第３条 （提供区域） 

本サービスの提供区域は、日本国内に限るものとします。 

 



第１章 サービス利用契約 

第４条 （利用申し込み） 

1. 甲は、本サービスを利用する場合、乙所定のホームページ上の申込フォーム（以下、「本申込

書」という。）に必要事項を入力し、本申込書に関連付けられている各利用条件に同意のうえ、

電子的方法により送信するものとします。なお、申込者である甲は、本規約の内容を承諾の上、

申し込みを行なうものとし、甲が申し込みを行なった時点で、乙は、甲が本規約の内容の全てに

おいて承諾しているものとみなします。 

2. 甲が本申込書を入力し、電子的方法により送信した年月日を起点として、甲乙間で本サービス

の利用契約（以下、「本契約」という。）が成立するものとします。 

3. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、申し込みを承諾しない場合が

あります。 

(1) 甲が実在しない場合 

(2) 甲の要望に対して、本サービスの提供が技術的に困難な場合 

(3) 甲が本規約に違反する可能性が認められる場合 

(4) 甲が本申込書に虚偽の記載をした場合又は記入漏れがある場合 

(5) 甲が過去に本サービスの利用にかかる料金の支払いを遅延し、又は不正に免れようとしたこ

とがある場合 

(6) 甲が過去に乙の信用を毀損した事実があった場合 

(7) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用する可能性がある場合 

(8) 甲又はその代表者、役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員等をいう。）に該当す

るとき又は、そのおそれがあるとき 



(9) 前各号の他、甲の申し込みを承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な事由がある

場合 

第５条 （本サービスの開始） 

1. 本サービスの利用が成立したとき（以下「提供開始日」という。）は、乙は甲に対して、本サ

ービスの利用に必要なＩＤ及びパスワード等の必要事項を、所定の方法にて通知するものとしま

す。 

2. 提供開始日より、本サービスは有効に提供開始されたものとし、甲による実際のサービス利用

状況の有無に拘わらず、提供開始日以降の利用料金が発生するものとします。但し、乙の責めに

帰するべき事由により、甲が本サービスを利用できなかった場合はこの限りではありません。 

 

第２章 本サービスの利用料金 

第６条 （料金月） 

本サービスの料金月は、当月 1 日から当月末日までとします。 

第７条 （利用料金） 

1. 本サービスの利用料金は、料金月の末日時点の登録職員数に応じて以下の金額となります。 

登録職員数 月額料金（別途消費税） 

10 名まで、及び乙の顧問先様 ０円 

11 名～50 名 1,000 円 

51 名～100 名 2,000 円 

101 名～200 名 3,000 円 

201 名～400 名 5,000 円 



401 名～600 名 7,000 円 

601 名～999 名 9,000 円 

1,000 名を超えるご利用 10,000 円 

 

2. 本サービスの利用料金の発生は、料金月の初日にその金額が発生するものとします。 

3. 提供開始日又はサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割り計算をいたしません。 

4. 本サービスの利用料金にかかる消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の税率

は、当該算定時に税法上有効な税率とします。 

第８条 （利用料金の支払方法） 

1. 甲は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、乙が別途指定する集金代行業者を

通じて、乙が指定する期日に、甲が指定する預金口座から毎月自動引き落としにより支払うもの

とします。領収書の発行はいたしません。支払い済みの確認につきましては、預貯金通帳への記

帳でご確認ください。 

2. 本サービスの利用料金が支払期限までに支払われない場合、甲は、年率14.6%の延滞利息を

本サービスの利用料金に加算して支払うものとします。 

3. 甲が、利用料金及び消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、乙は、甲に催告の上、

本サービスの提供を停止いたします。 

 

第３章 サービスの提供 

第９条 （本サービスの提供） 



乙は甲に対し、本規約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとしま

す。 

第１０条 （本サービスの利用） 

1. 乙は、乙指定の条件下で、甲が管理する端末機器から電気通信回線を経由して乙の指定サーバ

ーに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供いたします。 

2. 甲による本サービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行なわれるものと

し、甲は、本サービスの利用のために、乙のデータセンターに立ち入りなどすることはできない

ものとします。 

第１１条 （メンテナンス） 

1. 前項の定めにかかわらず、乙は、本サービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス

（以下、「計画メンテナンス」という。）を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの

実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。この時、乙は、事前に計画

メンテナンスを実施する旨を当該計画メンテナンスにかかる甲に通知するものとします。 

2. 第 1 項の定めにかかわらず、乙は、本サービスの維持のためにやむを得ないと判断した時に

は、緊急のメンテナンス（以下、「緊急メンテナンス」という。）を実施することがあるものと

し、緊急メンテナンスの実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。こ

の時、乙は、緊急メンテナンス実施後すみやかに、緊急メンテナンスをした旨を、当該緊急メン

テナンスにかかる甲に通知するものとします。 

第１２条 （本サービスに関する問い合わせ） 

本サービスに関する質問の受付・回答方法、及び受付時間帯・回答時間帯は、ホームページに掲

載します。 



 

第４章 甲の義務・責任 

第１３条 （甲の義務・責任） 

1. 甲は本サービスの利用に必要なＩＤとパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理

由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲のＩＤとパスワード等を利用して行われた

第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によっ

て行われた行為とみなします。 

2. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場

合、又は甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用

をもって処理、解決することとします。 

3. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で乙が第三者からクレームや請求を

受けた場合、乙に責任、損害、負担が及ばないように、甲の責任と費用をもって処理、解決する

こととします。なお、この場合において、乙が自ら処理、解決しなければならない場合は、甲は

乙に対して、真摯に乙の処理、解決に向けた協力を行うものとします。 

4. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア

等のバックアップについて、全て甲の責任において実施・管理するものとします。 

5. 甲は、本契約が終了する時には、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と

費用負担において、必要に応じデータのバックアップと復元機能により取得するものとします。

なお、本契約が終了した後においては、解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを参

照・閲覧・操作・取得などできないものとします。 



6. 甲は、故意または過失により乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。 

7. 甲は、自己の責任と費用負担において本サービス利用に必要な設備・機器、インターネット接

続環境を用意するものとします。 

8. 甲は、本申込書記載の電子メールアドレスが有効に機能する状態を確保し、定期的に受信した

電子メールを確認するものとします。 

9. 甲は、本申込書記載の内容に変更が生じた場合は、速やかに乙にその旨を通知するものとしま

す。 

第１４条 （権利譲渡・再販売の禁止） 

甲は、利用規約の契約上の地位を第三者に承継させ、又は利用規約に基づく権利義務の全部又は

一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。 

第１５条 （甲の禁止行為） 

甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。 

1. 法令に違反する行為又はそのおそれがある行為 

2. 公序良俗に反する行為 

3. 本サービスの提供を妨害する行為又は、そのおそれがある行為 

4. 本サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他方法の如何を

問わず、本サービスのソースコードを入手しようとする行為、及び本サービスを構成するソフト

ウェアの解析を試みる行為 



5. 他人のユーザＩＤを使用する行為又はその入手を試みる行為 

6. 他の契約者のデータを閲覧、変更、改竄する行為又はそのおそれがある行為 

 

第５章 乙の行為 

第１６条 （乙の禁止行為） 

乙は、本サービスの利用に伴い、甲が自ら登録・入力した、甲固有の情報を、甲の許可なく、ア

クセス・閲覧・利用・開示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。 

1. 本サービスの提供におけるサポート、システム保守対応のため 

2. 本サービスの障害復旧作業のため 

3. 法律、規則、その他の公的機関の要請に対応するため 

第１７条 （乙による再委託） 

乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、乙の判断によ

り、第三者に委託することができるものとします。この場合、乙は第三者に対して、本サービス

に関して乙が甲に対して負担するのと同等の義務（秘密情報の保護を含みます）を負わせるもの

とします。 

第１８条 （乙の損害賠償責任の制限） 

1. 乙の責に帰すべき事由により、甲が、本規約に基づく本サービスを全く利用できないために、

甲に損害が発生した場合、甲が本サービス利用不能となったことを乙が知った時刻から起算して

24 時間以上利用不能の状態が継続した時に限り、乙は、次項の金額を限度として、賠償責任を負



うものとします。ただし、乙の責に帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無

を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとしま

す。本サービスの利用不能に関して乙が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるもの

とします。 

2. 前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サー

ビスの対価として、甲が現実に支払った直近12 ヶ月分の本サービスの対価として、甲が現実に

支払った直近12 ヶ月分の本サービスの利用料金を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき

本サービスの利用料金に未払いがある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除

するものとします。 

3. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。 

(1) 乙の故意または重過失による場合 

(2) 乙の本規約に定めた秘密保持義務違反による場合 

(3) 乙の本規約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合 

第１９条 （乙の免責） 

1. 本サービスが利用できない事象に関して乙が負う法律上の責任は、前条に定める範囲に限られ

るものとします。なお、次の各号に掲げる事由は、乙の責に帰すことができない事由（ただし、

これらに限らない。）であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた損害については、いかなる

法律上の責任も負わないものとします。 

(1) 計画メンテナンスの実施 

(2) 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、動乱 

(3) 行政機関又は司法機関による業務を停止する命令 



(4) 甲の設備の不具合 

(5) コンピュータ上で動作するソフトウェアの不具合 

(6) 甲の環境の不具合 

(7) 甲が当社サービス環境及びコンピュータ等に施した設定の不具合 

(8) 本サービスに接続するためのネットワーク回線の不具合 

(9) 甲の不正な操作 

(10) 第三者からの攻撃及び不正行為 

 

第６章 本サービスの停止・中止等 

第２０条（本サービス提供の停止） 

1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合があります。 

(1) 甲が本規約に違反した場合 

(2) 甲が支払期限超過後、乙の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払いを行わない場合 

(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合 

(4) 甲が乙の信用を毀損する事実が判明した場合 

(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合 

2. 乙は、本サービスの提供を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知する

ものとします。 

第２１条 （本サービス提供の中止） 

1. 乙は、次の各号に該当する場合は、本サービスの提供を中止する場合があります。 



(1) 本サービスに関する電気通信設備等の保守、工事の必要がある場合 

(2) 本サービスに関する電気通信設備等の障害によりやむを得ない場合 

(3) 本サービスのシステム基盤を提供するデータセンターの事業者（以下、「丙」という。）が

乙とのサービス提供契約を解除した場合 

(4) 丙が本サービス提供の前提となる電気通信設備等のサービスの提供を中止した場合 

(5) 自然災害、テロ、暴動等の不可抗力による場合 

(6) 丙の故意または過失により本サービスが提供されない場合 

(7) その他、客観的にやむを得ない事情がある場合 

(8) 乙は、本サービスの提供を中止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知す

るものとします。 

第２２条 （本サービス提供の廃止） 

1. 乙は、本サービスの一部又は全部を何時でも廃止できる権利を有します。 

2. 乙は、本サービスの一部又は全部を廃止する場合、乙は廃止する3 ヶ月以上前に甲に対して通

知を行います。 

3. 乙が予期しない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災などのやむを得ない事由で、サービス

を廃止する場合において 3 ヶ月以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やか

に甲に対して通知を行います。 

4. 本条に定める手続きに従って通知がなされたときは、乙は本サービスの廃止の結果について何

ら責任を負いません。 

第２３条 （甲による契約の解除） 



甲は、乙に解約の申し込みを行なうことにより、本契約を解除し、本サービスの利用を終了する

ことができるものとします。甲は、本契約を解約するときには、解約を希望する日の1 ヵ月前ま

でに、乙指定の書面をもって乙に解約の申し込みを行なうこととします。本契約は、甲から乙に

解約の申し込みが到達し、乙が本サービスの利用権限を削除した時点で終了したものとします。 

第２４条 （乙による契約の解除） 

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかの一つにでも該当したときは、甲に何らかの通知・催告を要せ

ず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。 

(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき 

(2) 自己破産、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞

納処分を受けたとき 

(3) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続き開始、その他

これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき 

(4) 解散又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき 

(5) 監督省庁から業務の取り消し・停止処分等を受けたとき、又は転廃業しようとしたときであ

って、本契約を履行できないと合理的に見込まれるとき 

(6) 乙は、甲が本規約等に違反し、又は甲の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継

続しがたい重大な事由が発生し、（以下、「違反等」という。）、当該違反等について、書面に

よる催告をしたにも関わらず、14 日以内にこれを是正しないときは、本契約の全部もしくは一部

を解除することができるものとします。 

2. 甲は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する

一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。 

 



第７章 その他 

第２５条 （秘密情報の取り扱い） 

1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 

(1) 書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報 

(2) 記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報 

(3) 秘密である旨明示して、口頭又はデモンストレーション等により開示された情報のうち、開

示後10 日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に提示された情報 

2. 前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は、前項における秘密情報とみなさな

いものとします。 

(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者（以下、「受領者」と

いう。）の責によらずして公知となったもの 

(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの 

(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 

3. 秘密情報を利用する場合は以下の取扱を行うものとします。 

(1) 甲及び乙は、本規約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち

出し（社外への電子メールによる送信を含む）を行わず、秘密として保持するものとします。 

(2) 甲及び乙は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密として保

持するものとします。 

(3) 甲または乙が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社（以下



「関連会社」といいます）は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報

を開示し利用させることができるものとします。但し、甲または乙は、当該関連会社に対して、

自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反

につき全責任を負うものとします。 

4. 甲及び乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとし

ます。 

5. 甲及び乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して秘

密保持義務を遵守するよう適切に教育・指導・管理監督するものとします。 

6. 甲及び乙は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、その第三者に

対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、また、かかる第三者の義務違反につ

き全責任を負うものとします。 

7. 本契約終了に伴い相手方より受領した秘密情報は全て破棄するものとします。 

8. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のた

めに（又当社においてサービスの運営、開発のために）知る必要のある自己の役員及び従業員以

外の開示、漏洩してはならないものとします。 

9. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三

者に開示、提供することができるものとします。 

(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に

通知をするよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当

該第三者に要求するものとします。 



(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提

供する場合 

10. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためのみに利用するものと

し、その他の目的に利用しないものとします。 

第２６条 （反社会的勢力の排除） 

1. 甲及び乙は、相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する次の各号を表明し保証するものとし

ます。万が一、自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとしま

す。 

(1) 自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等（以下「役員等」といいます。）

が、反社会的勢力（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人を

いいます。）でないこと 

(2) 自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金も

しくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと 

(3) 自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行、傷害、

脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び

信用の毀損をする行為等を行わないこと 

2. 甲及び乙は、相手方について前項の表明ないし保証に反する事実が判明したとき、その他、次

の各号に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、全ての規約（本規約を含みます

がそれに限りません）の全部を解除することができます。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、当該団体関係者、その他の反社会的勢力（以下「暴力

団等」といいます。）である場合、または暴力団等であった場合 

(2) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為、及び脅迫的言辞を



用いるなどした場合 

(3) 殊更に、自身が暴力団等である旨を伝え、関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝

える等した場合 

(4) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、もしくは毀損す

るおそれのある行為をした場合 

(5) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、もしくは妨害するおそれ

のある行為をした場合 

第２７条 （準拠法） 

本規約は、効力、解釈及び履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠します。 

第２８条 （合意管轄） 

本規約に関する訴訟については、高松地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所としま

す。 

第２９条 （協議解決） 

甲及び乙は、本規約の履行に際し、各条項の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い

協議のうえ解決を図ることとします。 

以上 

 

2019 年 2 月 4 日 制定 

2020 年 4 月 1 日 利用料金見直しに伴い改定 
 


